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	１．未然防止対策
	(1)家庭において、熊に遭遇した場合の対策などについて日頃から話題にする。
(２)万一の場合に備え、安全な場所等を確認しておく。
	(1)職員研修において、熊の習性や遭遇時の対応について共通理解を図り、児童に指導を行う。
(2)熊の出没情報を把握した場合は、児童・保護者への伝達及び関係機関等に報告し、児童の安全確保を行う。

	２．児童・保護者が熊を発見・遭遇した場合
	(1)児童が登下校時や休日に熊を目撃した場合は、刺激しないよう静かにその場から立ち去る。直ちに近くの大人に知らせ、保護者にも伝える。
(2)保護者は、地域振興課又は教育事務所に速やかに連絡するとともに、学校へも情報提供を行う。（＊１）
※その後、地域振興課等から警察に連絡します。
(3)小熊を目撃した場合は、近くに母熊がいる可能性が高く大変危険なため、速やかに、走らず、静かにその場から立ち去る。
	(1)左記の(2)により、熊の目撃情報等が学校へよせられた場合は、白山教育事務所や関係機関等及び白山町内の小中学校・子ども園に情報提供を行う。
(2)保護者へはマチコミメールで連絡し、状況に応じて登下校時の送迎や見守りを依頼する。
(3)必要に応じて、屋外での活動の中止、校舎内への避難、出入口の施錠など、安全対策を実施する。

	３．行政機関等から情報があった場合
	
	上記２-(1)(2)に準じて対応する。

	４．留意点
	(1)登下校や外出時は可能な限り複数で行動し、早朝・夕方の熊の活動が活発な時間帯の不要な外出は控える。
(2)足跡やフンなど異変に気づいたら近づかず、興味本位で現場に行くことは絶対にしない。
(３)学校からのメールや連絡に留意し、必要に応じて送迎や引き渡しなどに協力する。
	(1) 児童の登下校時は、職員・警察等によるパトロールや保護者による送迎等により児童の安全確保を行う。
(2) 危険度が高いと判断した場合は、登下校等について市教育委員会と協議の上、登下校時刻の変更や保護者の送迎などを判断し連絡する。

	【表中の＊1について】 下記<1> のいずれかに連絡を入れたのち<2>へ連絡を入れてください。
<1> ◆白山総合支所地域振興課  危機管理担当（262-7011）　 ◆　 同　産業振興・環境担当（262-7017）　
◆白山教育事務所（262-7021）　
<2> ◆八ツ山小学校（262-0204）
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